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過疎地域自立促進市町村計画新旧対照表 

 

新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

１ 基本的な事項 

（1）福島町の概況 

ア 福島町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

当町は渡島半島の南端にあり、総面積は 187.23k ㎡で、東部は知内町、西

部は松前町に、北部は檜山管内上ノ国町に隣接しています。 

地勢は、北に大千軒岳がそびえ、南は紺碧の津軽海峡に面しています。 

地形は、総面積の 93％を超える山岳丘陵によって起伏に富み、これらの山

岳・丘陵に源を発する大小の河川が町内を縦横して津軽海峡に注がれ   、

比較的大きな河川の流域には、狭隘ではあるものの平坦地が開けています。 

 

 

前浜は両端の町境まで、東は矢越岬、西は白神岬と、延長 27km の変化に

富んだ、道南の知床と呼ばれる秘境の海岸線を有する道立自然公園を形成し

ています。 

また、北海道の南端に位置し、対馬暖流の影響を受けて、年間を通じ比較

的温暖な気候に恵まれています。 

町内各地から縄文時代の遺跡が発見されていますが、文献による歴史とし

ては、1189 年（文治 5）に奥洲藤原氏の一族が、渡航して来て定住したこと

に始まると言われ、その後、1616 年（元和 2）には、松前藩が千軒（知内川

上流）で砂金堀りを行ったとの記録がありますが、生活形態は漁業が中心で

した。 

１ 基本的な事項 

（1）福島町の概況 

ア 市町村の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

当町は渡島半島の南端にあり、総面積は 187.23k ㎡で、東部は知内町、西

部は松前町に、北部は檜山管内上ノ国町に隣接しています。 

地勢は、北に大千軒岳がそびえ、南は紺碧の津軽海峡に面しています。 

地形は、総面積の 93％を超える山岳丘陵によって起伏に富み、これらの山

岳・丘陵に源を発する大小の河川が町内を縦横して津軽海峡に注がれていま

す。 

比較的大きな河川の流域には、狭隘ではあるものの平坦地が開けています。 

 

前浜は両端の町境まで、東は矢越岬、西は白神岬と、延長 27km の変化に

富んだ、道南の知床と呼ばれる秘境の海岸線を有する道立自然公園を形成し

ています。 

また、北海道の南端に位置し、対馬暖流の影響を受けて、年間を通じ比較

的温暖な気候に恵まれています。 

当町の歴史は、1189 年（文治 5）に奥洲藤原氏の一族が、渡航してきて定

住したことに始まるといわれ、その後、1616 年（元和 2）には、松前藩が千

軒（知内川上流）で砂金堀りを行ったとの記録がありますが、主として、漁

業を中心とした生活形態であったようです。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

近年に至り、明治維新後は、それまで 5 つの村（福島村・白符村・宮歌村・

吉岡村・礼髭村）を形成しておりましたが、町村制の施行によって福島町と

吉岡村になりました。 

そして昭和 30 年には、福島町と吉岡村が合併し、現在の「福島町」が誕生

しました。 

その後、昭和 38 年には、世紀の大事業といわれた青函トンネル工事が始ま

り、当町は北海道側工事基地として長期間にわたり「トンネルのまち」とし

て歩んできましたが、昭和 60 年に工事が完了し、昭和 63 年には津軽海峡線

が開通して、現在に至っています。 

また、当町は全国でも極めて稀な二人の横綱「第 41 代横綱千代の山」、「第

58 代横綱千代の富士」という偉大な横綱を輩出した町として、女だけの相撲

大会や千代の富士杯争奪小中学生相撲大会、九重部屋力士の夏合宿など、相

撲をテーマとした「横綱の里づくり」を推進しています。 

当町の経済は、津軽海峡に面しているという自然的・資源的条件を生かし

て古くからイカ釣りなどの沿岸漁業とともに、それらの海産物を利用した水

産加工業を基盤としておりますが、この両基盤の盛衰が、地域経済全体に大

きく影響を与えている状況にあります。漁業においては、海流の変化等に伴

う漁業生産量の減尐、輸入水産物の増大また、水産加工業においては、長び

く不況による購買意欲の低下、就業者の高齢化や燃料等の高騰などの問題に

加え、安定的な就業者と原魚の確保に向けた対策とイカの残滓処理などが課

題となっております。 

 

交通網   は、函館市を起点とした国道 228 号が唯一の幹線道路であり、

交通機関は、昭和 63 年の鉄道廃止に伴う代替バス路線として乗合バス事業者

による運行対応が図られています。 

近年に至り、明治維新後は、それまで 5 つの村（福島村・白符村・宮歌村・

吉岡村・礼髭村）               が町村制の施行によって

福島町と吉岡村になりました。 

そして昭和 30 年には、福島町と吉岡村が合併し、現在の「福島町」が誕生

したのです。 

その後、昭和 38 年には、世紀の大事業といわれた青函トンネル工事が、 当

町を北海道側工事基地として着工され、長期間にわたり「トンネルのまち」

として歩んできましたが、昭和 60 年に工事も完了し、昭和 63 年には津軽海

峡線が開通して、現在に至っています。 

 

 

 

 

当町の経済は、海に面しているという自然的・資源的条件を生かした漁業

と水産加工業を基盤としており   、この両基盤の盛衰が、地域経済全体

に大きく影響を与えている状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

交通網については、函館市を中心とした一般国道 228 号により、函館市と

檜山管内江差町のほぼ中間に位置しており、いずれも陸路で 1 時間 30 分で

連絡しますが、この中でも函館市とのつながりは、社会的・経済的にも極め
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

当町は、国道 228 号の函館市と檜山管内江差町のほぼ中間に位置しており、

1 時間 30 分で連絡しますが、本国道は単線道路のため災害時における交通手

段の確保が課題であり、特に函館市とのつながりは、社会的・経済的にも極

めて大きなものとなっております。 

 

イ 市町村における過疎の状況 

当町の人口は、昭和 30 年実施の国勢調査人口 13,428 人をピークに、漁業

不振等による減尐、昭和 40 年代からは青函トンネル工事の影響を受け一時的

に増加したものの、トンネル工事の完成が近づくに従って人口の流出が始ま

り、工事完了後には自然減と町外就労先への転出などの要因による減尐が続

いており、年尐人口及び生産人口の減尐と相まって、高齢者人口の増加が顕

著となっております。 

このような状況において、当町では、トンネル工事終了後、基幹産業の振

興を積極的に展開することとし、「過疎地域自立促進市町村計画」を基に就業

の場の確保、生産基盤や生活基盤等の整備を実施し、人口の流出に歯止めを

かける努力をしてまいりました。 

しかし、長引く経済不況の影響や、尐子・高齢化等社会環境が著しく変化

するなど当町を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

 

ウ 市町村の社会経済的発展の方向の概要 

地域の経済的発展には、地場産業の振興による生産力の底上げと自然を活

かした体験型観光などの特色あるまちづくりを組み合わせた施策の展開が必

要不可欠です。 

当町の基幹産業である水産業については、養殖コンブ漁業を中心とした栽

培漁業が定着、安定し、漁業生産高の中心を占めています。 

て大きなものといえます。 

 

 

 

 

イ 市町村における過疎の状況 

当町の人口は、昭和 30 年実施の国勢調査人口 13,428 人をピークに、漁業

不振等による減尐、昭和 40 年代からは青函トンネル工事の影響を受け  増

加したものの、トンネル工事事業量の減尐に伴い人口の流出が始まり、工事

完了後には自然減と町外就労先への定着などの要因による減尐が続いていお

り、年尐人口及び生産人口の減尐と    高齢者人口の増加が顕著となっ

ております。 

このような状況において、当町では、トンネル工事終了後、基幹産業の振

興を積極的に展開を図ることとし、「過疎地域自立促進市町村計画」を基に就

業の場の確保、生産基盤や生活基盤等の整備を実施し、人口の流出に歯止め

をかけてきました。 

しかし、長引く  不況が続く中で、尐子・高齢化など当町を取り巻く環

境は依然として厳しい状況にあります。 

 

ウ 市町村の社会経済的発展の方向の概要 

地域の経済的発展には、  産業の       発展と特色ある町づく

りを組み合わせた施策の展開が必要   です。 

 

当町の基幹産業である水産業については、養殖昆布漁業を中心とした栽培

漁業が定着、安定し、地元生産高の 48.9％の生産を占めています。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

増養殖施設の整備は概ね終えており、今後も安定的な生産を図るため老朽

化が著しい施設の改修や、就業者の高齢化と後継者不足を解消するための若

年層の定住促進及び就業対策が当町の最大の課題となっております。 

また、相撲をテーマとした「横綱の里づくり」によるまちづくりを引続き

展開し、はこだて観光圏など広域的な連携を図りながら観光振興を推進しま

す。 

 

（2）人口及び産業の推移と動向 

当町における総人口は、昭和 30 年国勢調査 13,428 人をピークとして、青

函トンネル工事期における人口の増減はあったものの工事終了後は減尐に転

じ、平成 17 年度国勢調査では、5,897 人となり、45 年前の昭和 35 年国勢調

査人口 12,038 人と比較すると、実に 49.0％と大きく減尐しております。 

これを年齢構成別で見ると、平成 12 年と平成 17 年との比較では、年尐人

口（0~14 歳）は、27.7％、生産年齢人口（15~64 歳）が 17.8％と大きく減

尐しています。 

反面、老齢人口は 4.7％の伸びを示しており、高齢者比率も平成 12 年の国

勢調査では 25.8％、平成 17 年では 31.1％となっており、年々   上昇し

ており、   年尐人口は逆に 27.7％減尐しました。 

産業別人口の動向を見ると、総数では平成 12 年と平成 17 年との比較では

598 人（19.3％）と大幅な減尐となっています。 

平成 17 年の就業構造は、第 1 次産業 14.7％、第 2 次産業 43.0％、第 3 次

産業 42.3％となっており、平成 12 年国勢調査時と比較すると、第 2 次産業

の減尐が 27.1％と大きく、     建設業及び水産加工業従事者の減尐が

主な要因となっています。 

水産加工業については、雇用の場の確保にもつながり、町内商業にも大き

増養殖施設の整備は一定の整備が終了しているため、今後は就業者の高齢

化と若年層の後継者不足が最大の課題となっております。 

 

また、相撲をテーマとした町づくり「横綱の里づくり」    を引続き

展開し、周辺地域との広域的連携のもとに進めます。 

 

（2）人口及び産業の推移と動向 

当町における総人口は、昭和 30 年国勢調査 13,428 人をピークとして、青

函トンネル工事期における人口の増減はあったが、工事終了後は減尐傾向に

転じ、平成 12 年度国勢調査では、6,795 人となり、40 年前の昭和 35 年国勢

調査人口 12,038 人と比較すると、実に 43.6％と大きく減尐しております。 

 

これを年齢構成別で見ると、平成 7 年と平成 12 年との比較では、年尐人口

（0～14 歳）は、26.4％、生産年齢人口（15～64 歳）が 10.7％と大きく減尐

していますが、   老齢人口は 10.9％の伸びを示しており、高齢者比率も

平成 7 年の国勢調査では 21.2％、平成 12 年では 25.8％となっており、年々

確実に上昇しており、逆に年尐人口は   26.4％減尐しました。 

産業別人口の動向を見ると、総数では平成 7 年と平成 12 年との比較では

427 人（12.1％）の   減尐となっています。 

平成 12 年の就業構造は、第 1 次産業 14.5％、第 2 次産業 47.7％、第 3 次

産業 37.8％となっており、平成 7 年国勢調査時と比較すると、第 2 次産業の

減尐が 18.9％と大きく、主な原因として建設業及び水産加工業の減である。 

 

 

水産加工業については、雇用の場の確保にもつながり、町内商業にも  影
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

く影響を及ぼすことから、今後も就業者の高齢化に対応した就労環境の整備

と安定的な就業者の確保対策を進める必要があります。 

 

（3）行財政の状況 

ア 行政の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の経済成長と生活水準の向上、さらには国際化・情報化社会の発展に

伴い、行政に対しては、より近代的かつ高度な行政サービス、専門化が求め

られています。 

    住民に対する行政サービスの向上を図りながら効率的な運営ので

きる行政組織としての確立を図るとともに、住民の積極的なまちづくり参加

を進めていく必要があることから、まちづくりの主体である町民と、町民か

らまちづくりの仕事を託された議会・行政が一体となって「協働によるまち

づくり」を進めるため、「福島町まちづくり基本条例」を平成２１年４月に制

定し、町民参画のもとでの協働によるまちづくりを目指しています。 

また、国の地方分権及び地域主権改革の推進に伴い、地域のことは地域に

住む住民が責任をもって決めながら、活力に満ちた地域社会をつくっていく

必要があります。 

響を及ぼすことから、今後も技術の向上と育成強化を進める必要があります。 

 

 

（3）行財政の状況 

 

当町の自治体形成は、明治 12 年に福島、白符の 2 ヶ村長戸役場、また、吉

岡、宮歌、礼髭に 3 ヶ村戸長役場が設置され、明治 33 年福島村に 1 級町村

制、同じく明治 39 年吉岡村に 2 級町村制が施行、昭和 19 年には町村制施行

によって福島町となり、その後昭和 30 年には吉岡村と合併し、今日の自治体

としての体制が整えられました。 

平成 16 年 4 月 1 日現在における行政機構は、町長部局 73 名、議会事務局

3 名、教育委員会 20 名、農業委員会 1 名、水道事業 3 名、の計 100 名です。

（別図：行政機構図） 

近年の経済成長と生活水準の向上、さらには国際化・情報化社会の発展に

伴い、行政に対し  近代化・高度な行政サービス、専門化が求められてい

ます。今後とも住民に対する行政サービスの向上を図りながら効率的な運営

のできる行政組織としての確立を図るとともに、住民の積極的な町づくり参

加を進めていく必要がある。 

また、住民の行動範囲、生活圏の拡大によって行政ニーズも広域処理の必

要が高まり、当町においても消防、し尿、ごみ処理については、渡島西部広

域事務組合及び渡島廃棄物処理広域連合により広域処理を行っております。 

当町の財政状況は、平成 14 年における一般会計の歳入総額 39 億 8,179 万

円、歳出総額 39 億 2,991 万円で、財政力指数（三ヵ年平均）0.235、実質収

支 2.0％となっています。 

普通建設事業については、十分事業等の内容精査をしながら、重点事業の
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

当町では、このような時代的背景を踏まえて、住民サービスに関する事務

事業を点検するための行政評価を導入し、住民サービスの受け手である町民

とサービスの提供者である行政が情報を共有することで、より効率的で効果

的なサービスの提供に努めるとともに、地方自治体の最大の役割である住民

の福祉の増進を図ることとしています。 

広域行政では、広域連携における目的意識を明確にし、住民の行動範囲、

生活圏の拡大、厳しい財政状況下にあって経費節減対策も見込めることから

行政ニーズも広域処理の必要が高まり、当町においても消防、し尿、ごみ処

理については、渡島西部広域事務組合及び渡島廃棄物処理広域連合により広

域処理を行っております。 

 

イ 財政の状況 

尐子・高齢化社会が到来し、高度情報化、社会情勢の変化等町民の意識や

価値観も多様化しており、長引く景気低迷の中で「三位一体改革」に伴う国

庫補助負担金改革・地方交付税改革・税源移譲等、財政を取り巻く環境はま

すます厳しい状況下におかれております。 

当町においても、地方交付税の減額、人口減、また、税源移譲に伴う町民

税の増収の期待があったものの、課税所得の減尐が著しく、貴重な自主財源

である町税等が減尐の一途をたどっており、今後の財政運営は依然として厳

しい状況にあります。 

こうした状況のなか、行政コストの削減を進めて効率的な財政運営を目指

す一方、積極的な財源確保に努め、限られた財源で行政需要に適切に対応し

ながら財政健全化の改善を積極的に行い、財政の健全運営を進める必要があ

ります。 

今後は、社会経済の状況変化や、増大する行政需要に適切に対応できるよ

展開を図り投資的経費の抑制を図ってきております。 

公債費については、平成 15 年度末の残高が 59 億 9 千 5 百万円となってお

り、新規発行も含め、公債費負担適正化計画を基本とし起債許可制限比率の

抑制に努める必要があります。 

長引く景気低迷や人口減尐等により財源確保が一層難しくなり、地方財政

についても地方交付税の減額等今後ますます厳しさを増すことが予想される

中、独自の財政健全化計画を基に、経常経費の抑制を図り町財政の計画的、

効率的な運用を図り懸案事項の推進に最大限の努力が必要です。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

う努めるとともに、貴重な自主財源の確保と歳出の抑制を行い、「福島町まち

づくり行財政推進プラン」に基づき、健全で持続可能な財政運営を図り、地

方債にあっては、健全化判断比率の「実質公債費比率」の抑制により、後年

度の財政負担の軽減に努めながら、適切な財政運営をしなければなりません。 

平成 20 年における一般会計の状況は、歳入総額 33 億 5,865 万円、歳出総

額 32 億 8,952 万円で、財政力指数 0.22、実質収支 2.5％となっています。 

公債費については、平成 20 年度末の残高が 48 億 3 千 9 百万円となってお

ります。 

 

ウ 行政運営の状況 

当町では、先の「平成の大合併」において、隣町との合併協議が行われた

ところでありますが、協議が整わなかったことから、当面、自立したまちづ

くりを進めていくことを基本として、多くの町民の方々に参画いただき、財

政の健全化を中心に据えた「福島町自立プラン」を策定し、行財政の健全化

に向けてプランを進めてまいりました。また、「自立プラン」計画期間が平成

21 年度で終了したことから、平成 22 年度以降 5 年間の町のあるべき姿とし

て新たな指針となる「福島町まちづくり行財政推進プラン」に基づき、今後

も健全な行政運営に努めるものであります。 

この度の国の政権交代により、地方財政計画においては、「地域のことは地

域で決める」を基本に、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むととも

に、地域が必要なサービスを確実に提供できるよう地方財政の所要の財源を

確保しながら、地域経済を支え、地域の活力を回復させていくこととしてお

ります。このことから、地方交付税においては増額が期待されるところです

が、長引く景気低迷や人口減尐等により町税等の自主財源の確保が一層難し

い状況となっていることから、「まちづくり行財政プラン」などを基に、町財
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

政の安定的、効率的な運用を図りながら懸案事項の課題解決に最大限の努力

が必要であります。 

平成 22 年 4 月 1 日現在における行政機構は、町長部局 60 名、議会事務局

3 名、教育委員会 14 名、農業委員会 1 名、水道事業 2 名、の計 80 名です。 

 

（4）地域の自立促進の基本方針 

当町においては、福島町総合開発計画における「雇用を支える産業の活性

化と掘り起こし」などの施策を柱に、「住んでいて良かった」、「これまでも住

み続けたい」と実感できる“まちづくり”の実現を目指して全力で取り組ん

できましたが、いまだ人口の流失に歯止めがかからない状況にあります。 

こうしたことから 第４次福島町総合開発計画における重点目標として 

①雇用を支える産業の活性化と掘り起こし 

②健康で快適に暮らせる環境の創出 

③情報の共有と町を支え・育てる人づくり 

以上の３点を掲げ、「住民参加によるまちづくり」、「共に育み、助け合うぬ

くもりのあるまちづくり」の実現を目指します。 

過疎地域自立促進計画では、過疎地が抱えている一番の緊急課題である「定

住促進対策」、「尐子化対策」の総合的かつ緊急的な対策を講ずる一方で、定

住基盤となる雇用の場の確保を目的とした産業振興の充実・拡大に努めると

ともに、生活環境の向上を推進します。 

産業の振興については、基幹産業である水産業を中心に「つくり育てる資

源管理型漁業」の推進を基本として、水産資源の維持・増大のための漁場環

境の保全を図り、漁業従事者の高齢化も顕著なことから、漁業後継者の育成

に努め「漁業経営基盤の強化」を図ります。 

また、農林業においては、高齢化及び担い手不足による農業者及び従事者

 

 

 

 

 

（4）地域の自立促進の基本方針 

当町においては、基幹産業を積極的に振興する中で、人口流出の鈍化や定

住化対策を進めてきましたが、トンネル工事に従事した多数の住民は技術を

生かし、全国各地のトンネル工事等へ従事し、そのまま就労先へ移住する要

因もみられ人口減が続いております。 

このような状況の中で、当町では平成 3 年度から過疎地域活性化特別措置

法の地域指定を受け、福島大橋、健康づくりセンター、吉岡温泉ゆとらぎ館、

町民プール、野球場照明施設、福島保育所、生活支援ハウス等の整備を実施

することにより、産業基盤及び生活環境などの一定の整備がなされました。 

今日の財政状況を取り巻く環境の中、基盤整備等事業を実施するうえで広

域的な視野からの検討も課題とされている中で、近隣町村と連携を図りなが

ら、給食センター建設、火葬場建設事業など広域化の可能性を模索し各種事

業を進めていく必要があります。 

産業の振興については、水産業の「基盤整備・つくり育てる資源管理型漁業」

を基本に展開する必要があります。 

高齢者福祉については、高齢化率が年々上昇する中、平成 16 年度より運用開

始された「生活支援ハウス」を活用し自立した生活や生きがいなどの確保を図

り要介護の防止を推進します。 

生活環境については、昭和 47 年度より建設された丸山地区公営住宅の老朽化

に伴い建替事業を実施し老朽化住宅の解消と住環境の整備を図る。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

の減尐が深刻である状況にあることから、後継者育成に努め、経営の安定化

と所得向上を目指した取り組みを進めます。 

なお、地場産業の担い手の育成や合理的な経営感覚を養うため、産学官の

連携を促進します。 

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関しては、高齢化が

進展する中で高齢化社会に対応した公共交通のあり方を利用者のニーズに合

った形で構築する必要があり、各種関係機関と連携を図りながらコミュニテ

ィバスなどの導入の検討を進めます。 

また、情報化及び地域間交流の促進にあたっては、ＩＣＴの利活用の方向

性を明確にする中で、高齢者の安否確認や地場産品の生産向上につながるよ

うな基盤の整備を推進します。 

生活関連においては、情報通信環境の向上に努め、基盤整備を活用した施

策の展開を図るとともに、自然環境を将来にわたって引き継いでいくために

町内全域で生活排水処理対策を推進し、浄化槽等によって公共水域の汚濁防

止ならびに水洗化による生活環境の改善を図ります。 

また、現在、地球規模で深刻な問題となっている地球温暖化に対応するた

め、当町の地域特性を踏まえながら、省エネルギー化を地域レベルから実践

する取り組みを進めます。併せて、町民や事業者が温暖化対策への関心を高

め、これを行動に移すよう意識の向上を図ります。 

高齢化社会の進展や生活様式の変化などにより、一人暮らしの高齢者が増

加していることから、高齢者が生きがいをもって住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、地域全体で支える体制を構築するとともに、これらを支える

人材の確保に努めます。 

また、生活習慣や食生活が時代とともに変化し、それに伴って疾病構造も

変わってきており、生活習慣が発病に深くかかわっている糖尿病、がん、脳
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

卒中などの重篤な患者の割合が増加している傾向にあり、日常生活における

生活習慣の改善やがん検診率の向上を図ることで、早期発見・早期治療につ

なげる取り組みを積極的に推進します。 

高齢化が進行する中で、要介護状態に陥る方も多くなってきている状況に

あることから、町民一人ひとりの健康を維持し年々増加する医療費の抑制や

要介護状態になることを予防し、健康づくりや介護予防等を推進するため、

各種の保健・福祉・医療施策の充実を図るとともに、高齢者や身体障害者等

の通院や買い物などにおける移動手段の確保を図ります。 

教育の振興については、自然や社会とのふれあいを大切にした活動の展開

とあわせ、子どもたちが学ぶ意欲を高めて心豊かに「生きる力」を育んでい

くことのできる環境の構築図るとともに、大学との連携による活動展開など

により、将来を担う人材の育成に努めます。 

地域文化の振興では、松前神楽などの地域に根ざした伝統文化の保存伝承

に努めるとともに、先人が培った歴史や文化を通じてふるさとに対する誇り

と愛着を育む活動を進めます。 

 

 

（5）計画期間 

本計画期間は、平成 22 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの 6 か年

間とします。 

 

2 産業の振興 

（1）産業振興の方針 

ア 現況と問題点 

当町の産業については、長引く経済不況や水揚高・生産量の減尐、さら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）計画期間 

本計画期間は、平成 17 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの 5 ヶ年間

といたします。 

 

2 産業の振興 
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には、購買力の町外流出等の要因により、それぞれの産業において大変厳

しい状況におかれております。 

また、就業者の高齢化が著しく、後継者不足が深刻な問題となっており、

基幹産業の担い手となる後継者の育成が急務となっています。 

 

イ その対策 

当町の基幹産業である水産業において、漁業者等が生まれ育った地域に

おいて安定的な生活を営み暮らし続けるため、コンブ養殖などのつくり育

てる漁業の拡大を図るとともに、各産業分野において生産力の向上を図る

ための環境整備を促進します。 

また、産業の担い手となる後継者を育成するため、大学等のノウハウを

活用した研修・研究機会を設けるなど、従業者の技術の向上に努めます。 

 

（2）現況と問題点 

ア 農林水産業の振興 

○農業の振興 

当町の農業は気候的に恵まれているものの、地形的条件は悪く、農耕地

は狭隘で就業者の高齢化と後継者不足によって経営規模も零細となってお

り、農家戸数も減尐傾向にあるため、生産体制の弱体化や農業活動の低下

が懸念され非常に厳しい状況にあります。 

このような状況の中で、農業生産を安定的に発展させ農業を取り巻く社

会情勢の変化に適切に対応できる高い技術と優れた農業監理能力を持つ農

業者の育成が急務であります。 

後継者の就農及び新規就農の促進が重要なことから、受入体制の整備や

耕作放棄地も含めた農地の有効利用に努め、安定した収入が得られる作物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）現況と問題点 

ア 農林水産業の振興 

○農業の振興 

当町の農業は気候的に恵まれているものの、地形的条件は悪く、農耕地

は狭あいで就業者の高齢化と後継者不足によって、経営規模も零細であり

農家戸数も減尐している傾向にあります。こうした厳しい農業事情に対応

するため、生産性を高めるよう努めていく必要があります。このため、水

稲や野菜などの品質向上を目指すほか、特色のある水田農業の展開を図る

ため、水田営農の担い手対策を推進しなければなりません。また、農業振

興対策として農産物加工事業を展開していくことが必要とされます。 
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づくりが必要であります。 

また、近年エゾシカ・ヒグマ等による鳥獣被害が拡大していることから、

これらの対策を講じる必要があります。 

 

○林業の振興 

林業は輸入木材との競合により、国産材の価格の低迷など取り巻く情勢

は厳しく、事業活動が停滞しており、森林の整備や保全に支障を来たし、

その機能の持続的発揮が危ぶまれている状況にあります。 

当町は、温暖多雨な気候からスギを中心とした針葉樹の造植林に努めて

きましたが、林業就業者の高齢化と収益性の低下が相まって造林に対する

意欲の低下に繋がっており、後継者の育成や森林が持っている公益的機能

の向上に努め、造林・保育管理・治山事業などの推進を森林組合等の関係

機関と連携を図りながら進める必要性があります。また、スギの地場消費

や間伐材の利用促進、特用林産物のシイタケの品質・生産向上や新たな特

用林産物の開発が必要となっております。 

 

○水産業の振興 

当町の漁業は、津軽海峡のイカ釣り、ウニ漁などの沿岸漁業を主として

営んでおりましたが、近年は、コンブ養殖やマグロ漁などが生産量の大半

を占めております。 

特にコンブ養殖については、生産者の努力により年々生産及び製品づく

りの技術は向上し、安定傾向にあるものの、生産の担い手である漁業者の

高齢化が進んでいます。 

養殖施設については、設置から相当年数が経過し、施設の老朽化が進ん

でおり、安定的な生産力を維持するための施設整備が課題となっています。 

 

 

 

 

○林業の振興 

当町の林業は輸入木材の増加により、国産材の価格の低迷など取り巻く情

勢は厳しく、事業活動が停滞しており、森林の整備や保全に支障を来たし、

その機能の持続的発揮が危ぶまれている状況にあります。当町は、温暖多雨

な気候からスギを中心とした針葉樹の造林に努めて参りましたが収益性の低

下、林業就業者の高齢化などにより造林に対する意欲減退にもつながること

から、後継者の育成、森林組合などの関係団体と充分連携を図りながら森林

の持つ公益的機能の整備に努めるとともに、造林・保育管理・治山事業など

を一層推進する必要性があります。また、スギの地場消費や間伐材の利用促

進、特用林産物のシイタケの品質・生産向上や新たなる開発が必要となって

おります。  

 

○水産業の振興 

当町の漁業は、イカ釣り・ホッケ巻網を主として営んでおりましたが、長

引く経済不況、輸入水産物の増大、海流の変化等に伴う漁獲量減尐により非

常に厳しい状況にあります。昆布養殖漁業については、生産者の努力により

年々生産及び製品づくりの技術は向上し、安定傾向にあるものの、生産の担

い手である漁業者の高齢化が進んでいます。 
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若年漁業者を中心とした生産拡大を目指し、活力ある漁業経営に向けた

生産環境を確立することが必要であります。このため、アワビ・ウニ・ナ

マコ等の放流事業を積極的に進め、生産高と所得の向上を目指したつくり

育てる資源管理型漁業の推進に努める必要があります。 

漁港整備については、衛生管理や高齢漁業者の利用が容易な漁港整備を

進めるとともに、漁場においても藻場造成等を行うことにより漁場環境保

全に努め、新たな「つくり育てる漁業」、「管理型漁業」の推進を基本とし

て、生産性の高い漁業を目的に高齢者、女性に配慮した漁業就労関係の整

備、付加価値向上の流通改善への取り組み、更には漁業後継者の育成、漁

業協同組合の経営組織強化促進などを図りつつ、合理的かつ効果的な施策

を展開する必要があります。 

 

イ 起業の促進 

当町では、海に面しているという地理的特性を活かし、漁業はイカ釣り

漁業などの漁船漁業から増養殖漁業への転換を図りながら進んでおりま

す。 

また、水産加工業は、「日本一のスルメの町」として全国でもトップレベ

ルの品質と生産量を誇っています。 

農業においては、休耕水田を利用した野菜、そば及びブルーベリー栽培

への取り組みがなされ、複合経営により事業展開がなされているところで

す。 

このような中で、農業及び水産業において、新たな試験事業をきっかけ

とし、若い後継者が就労しやすい環境づくりと生産力の向上につながるよ

うな新たな芽づくりを促進する必要があります。 

 

このため、若年漁業者を中心とした生産拡大を目指し、活力ある漁業にお

ける生活環境を確立することが必要である。また、アワビ・ウニ   の放

流事業を積極的に進め、生産高の向上         に努める必要があ

ります。 

漁港整備については、衛生管理や高齢漁業者の利用 容易な漁港整備を進

めるとともに、漁場においても          漁場環境保全に努め、

新たな「つくり育てる漁業」、「管理型漁業」の推進を基本として、生産性の

高い漁業を目的に高齢者、女性に配慮した漁業就労関係の整備、付加価値向

上の流通改善への取り組み、更には漁業後継者の育成、漁業協同組合の経営

組織強化促進などを図りつつ、合理的かつ効果的な施策を展開する必要があ

ります。 

 

イ 起業の促進 

当町では、海に面しているという地理的特性を活かし、水産業が栽培漁業

への転換を図りながら進んでおります。また、水産加工業では、日本一のス

ルメ生産量を誇っています。また、農業においても        複合経

営により事業展開がなされているところです。 

 

 

 

 

このような中で、農業及び水産業の        試験事業をきっかけ

とし、            新たな芽づくりを促進する必要があります。 
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ウ 商業の振興 

近年、生活水準の向上及び情報メディアの多様化等に伴い、消費者ニ―

ズは大きく変化してきており、中核都市への商業機能の集積、交通網の整

備と車社会の発展に伴う日常生活圏及び消費者行動の広域化がますます進

んでいます。 

当町の商業は、近年の尐子高齢化と相まって、商工業者数や商工会加盟

員数ともに減尐傾向を示し、購買力の町外流出、後継者不足の要因により

店舗の減など、商業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。 

また、町内中心部に位置する商店街は、休業等による空き地も目立つな

ど、快適なショッピング街としての形成が不十分な状況となっています。 

こうした状況の中になって、高齢化が一段と進む状況を踏まえ、高齢者

に優しいサービスを目指し、商店が個々の独自性を発揮し、地域に密着し

た魅力ある商店街の環境整備を進めるため、商工会など関係機関との連携

強化を図り、消費者の利便性を高め経営の効率化に努める必要があります。 

 

エ 工業の振興 

当町の工業は、食料品製造業、コンクリート製造業、水産加工業を中心

に進められております。 

なかでも水産加工業は、当町の経済に大きな影響を及ぼす就業機会の場

として、町民の生活向上を図る上でも重要な基幹産業となっております。 

しかし、規模的にも中小企業が大部分を占めており、更には就業者の高

齢化が大きな問題となっております。 

 

オ 観光の振興 

当町は、津軽海峡に面した日本海交易の歴史を有し、観光素材として青

ウ 商業の振興 

近年、生活水準の向上及び多様化する情報などの進展に伴い、消費者ニ

―ズは大きく変化してきており、中核都市への商業機能の集積、交通網の

整備と車社会の発展に伴う日常生活圏及び消費者行動の広域化がますます

進んでいます。 

当町の商業は、近年の尐子高齢化と相まって、商工業者数や商工会加盟

員数ともに減尐傾向を示し、購買力の町外流出、後継者不足の要因により

店舗の減など、商業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。また、

町内中心部に位置する商店街は、休業等による空き地も目立つなど、快適

なショッピング街としての形成が不十分な状況となっています。このため、

商店が個々の独自性を発揮し、地域に密着した魅力ある商店街の環境整備

を進めるため、商工会など関係機関との連携強化を図り、消費者の利便性

を高め経営の効率化に努める必要があります。 

 

 

エ 工業の振興 

当町の工業は、食料品製造業、コンクリート製造業、水産加工業を中心に

進められております。 

水産加工業は、当町の経済に大きな影響を及ぼす就業機会の場として、町

民の生活向上を図る上でも重要な基幹産業となっております。 

しかし、規模的にも中小企業が大部分を占めており、更には     高

齢化が大きな問題となっております。 

 

オ 観光の振興 

当町は、津軽海峡に面した日本海交易の歴史を有し、観光素材として青く
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く澄んだ海とダイナミックな海岸線、そして道南の秀峰大千軒岳といった

豊かな自然環境に恵まれており、エゾキリシタン殉教地に代表される独特

な歴史と文化を有しています。 

また、「千代の山」｢千代の富士｣という全国でも極めて稀な二人の横綱の

出身地、そして世紀の大事業といわれた青函トンネル工事基地跡地として

の資源も有しています。 

こうした中で、「横綱の里づくり」のシンボル施設として「横綱千代の山・

千代の富士記念館」の建設をはじめ、更にはトンネル工事を後世に伝える

「青函トンネル記念館」の整備を進めてきたところであり、北海道新幹線

開業に向けて、これらの素材を活用した広域観光ルートの確立を図るため、

近隣町や民間との連携が必要であります。 

 

（3）その対策 

ア 農林水産業 

○農業の振興 

① 就業者の高齢化及び担い手不足による農業者の減尐が著しいことか

ら、関係機関などと連携し、後継者育成のための研修機会を設けて就農

者の確保に努めるとともに、農地の有効利用を図ります。 

② 農業経営の安定化を図り農業者の所得向上を目指すほか、食育、地産

地消を推進し、新規作物の栽培試験や特産作物に対する支援策を強化し、

産学官連携による農業振興と地域の活性化を図るとともに、農業協同組

合の基盤強化を推進します。 

③ 鳥獣等の増加により農作物等の食害被害が多発していることから、生

産物の安定的生産量を確保するため、被害防止策を総合的かつ効果的に

実施します。 

澄んだ海とダイナミックな海岸線、そして道南 秀峰大千軒岳といった  

自然環境に恵まれており、エゾキリシタン殉教地に代表される特異な歴史的

史実を有しています。また、「千代の山」｢千代の富士｣という    二人 横

綱の出身地、そして世紀の大事業といわれた青函トンネル工事基地のまちで

ありました。こうした中で、相撲をメインとしたまちづくりのシンボルとし

て「横綱千代の山・千代の富士記念館」を建設しました。また、「横綱の里フ

ェスティバル」等観光イベントも積極的に開催しております。更に、「青函ト

ンネル記念館」建設も着工しており、これらの素材活用のためにも当町のみ

でなく、近隣町や民間との連携による広域観光ルートの確立を図る必要があ

ります。 

 

 

（2）その対策 

ア 農林水産業 

○農業の振興 

① 地域の自然環境と立地条件に即した農業経営を確立するため、「中山間地

域総合整備事業」等により生産基盤の整備が進んでおりますが、地域住民

の定住条件を整え広域的な活性化を目指します。 

更に、生産性を上げるため、農道・農業用用水路等の整備を図り、良質

で低コストの農産物の生産体制を確立しておりますが、創意工夫と努力に

より地域の特産品となりうる農産物を模索し農業経営の安定化を図る必要

があります。 
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○林業の振興 

① 助成制度を活用した民有林の適正管理及び町有林の整備・保全を進め

るため、林道や作業道などの整備による効率化を図るとともに、林業

後継者の育成・確保、自立した森林組合の運営体制の強化、木工製品

の消費拡大などの取組を推進します。 

 

○水産業の振興 

 

① 生産基盤である漁港の計画的整備と高齢者の荷揚げ作業の軽減を図る

など利用しやすい漁港施設の整備を進め、漁業就労環境の改善に努める

ほか、食育や地産地消を推進し、コンブ養殖の安定的な生産を図るため、

施設改修等の整備を進めます。 

 

 

② 漁場の藻場造成を行い環境保全に努めるとともに、アワビ・ウニの人

工種苗やナマコ稚仔等を放流するなど資源の維持・増殖を図るほか、未

活用資源等の調査・利活用について、産学官連携による水産業振興と地

域の活性化を図ります。 

③ 消費者ニーズを的確に把握し、スルメ、マグロ、コンブ等の特産品の

ブランド化を推進するとともに、消費拡大に向けた流通機能の強化を図

ります。 

④ 漁業後継者や新規漁業の就労対策について、漁業協同組合と連携を進

めます。 

 

 

○林業の振興 

① 公費造林制度を導入し森林組合の独立支援策として、今後も一定額の事

業の展開をします。 

更に、既存人工林の徹底管理及び公益的機能の維持に努め、造林及び天

然林改良を計画的に推進し、優良大径木の生産に努めます。 

 

○水産業の振興 

① 漁業生産基盤の整備 

生産基盤である漁港の計画的整備を図り、高齢者の荷揚げ作業の軽減を

図るなど利用しやすい漁港施設の整備を進めます。 

また、近年、消費者が生産地の衛生管理に対し強く関心を持ち、流通業

者からもその対応が強く望まれていることから、衛生管理を付加価値化し、

安定した漁獲物の供給を図るため、水産物荷捌施設の整備を推進します。 

② つくり育てる資源管理型漁業の推進 

漁場の環境保全を図るとともに、アワビ・ウニの人工種苗     を放

流するなど資源の維持・増殖を図ります。また、資源の適正管理を行うため

資源の調査研究をし、今後の漁業振興に生かすように努めます。 
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イ 起業の促進 

① 地域資源の有効活用と新規農水産物を開拓するとともに、起業者の掘

り起こしを進め産業の底上げを図ります。 

 

ウ 商業の振興 

① 購買力の向上を図るため、商業者が一体となったイベント活動などや、

インターネット販売などの多様な販売方法の導入により販路の拡大に努

め、商店が個々の独自性を発揮し、地域に密着した魅力ある商店街の環

境づくりを進めます。 

② 中小企業の指導体制の強化を図るため、商工会との連携を図り経営改

善普及事業にかかる助成を実施します。 

 

エ 工業の振興 

① 水産加工業の生産基盤の促進を図るため、就業者の高齢化に対応する

新技術・装置の開発に努めながら、就業者の確保に向けた対策を推進し

ます。 

② 町の融資制度や各種制度資金の活用により経営の安定を図るととも

に、産学官連携により地場産製品の高付加価値化に努めるほか、インタ

ーネット販売などによる多様な販売方法の導入による販路の拡大を図り

ます。 

 

オ 観光の振興 

① 「横綱千代の山・千代の富士記念館」と「青函トンネル記念館」を連

動させ、町内入り込み客の増加を図ります。 

② 松前矢越道立自然公園に代表される海岸線や大千軒岳などの豊かな自

イ 起業の促進 

① イトウの養殖試験事業や新規農 産物を開拓するとともに、事業者の掘り

起こしを進め産業の底上げを図ります。 

 

ウ 商業の振興 

① 購買力の向上を図るため、イベントなどにより商業者が一体となり気軽

に買い物ができるような商店街づくりを図り、町内での購買意欲の低下を

抑制するような商業環境の整備に努めます。 

 

②       指導体制の強化を図るため、商工会との連携を図り経営改

善普及事業にかかる助成をして参ります。 

 

エ 工業の振興 

①                     就業者の高齢化に対応する

新技術・装置の開発を図るため、公的研究機関などとの連携強化に努めま

す。 

 

 

 

 

 

オ 観光の振興 

   ① 「横綱千代の山・千代の富士記念館」と「青函トンネル記念館」を連動

させ、町内入り込み客の増を目指します。 

   ② 松前矢越道立自然公園に代表される海岸線や大千軒岳の自然景観を利用
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然景観を利用した体験型観光の確立に努めるとともに、観光素材を活用

した広域観光ルートの確立を図るため、近隣町や関係機関との調整を進

めます。 

③ 観光協会や産業団体と連携しながら体験型観光の確立に向けた取り組

みを進めるとともに、体制の充実のため、観光協会組織の支援体制等に

ついて強化を図り、はこだて観光圏をはじめとした広域観光の推進を図

ります。 

 

3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（1）現況と問題点 

ア 道路 

町内を縦断する国道 228 号 は、町民生活の維持向上と産業の振興に重要

な役割を果たしていますが、函館を起点とした国道が唯一の幹線道路となっ

ているため、観光シーズンにおける交通渋滞や災害時における通行止めなど

が生じると生活機能が寸断されることが予想され、安全性の高い道路の確保

が求められております。 

こうした中、北海道縦貫自動車道と接続する地域高規格道路（松前半島道

路）が依然として遅れている状況にあり、総合交通ネットワークの整備を図

るうえからも早期実現が望まれております。 

 

更に道々の整備については、現在、岩部渡島福島停車場線が事業実施され

ておりますが、産業の基盤道路及び通学路としての交通安全対策上からも、

早期の道路改良整備が課題となっています。 

また、町道においては、市街地整備等の一定の整備が進んでおりますが、

今後は安全面における維持補修について、実施していく必要があります。 

した体験観光の確立を目指し、更に観光素材の点を線にする広域観光ルー

トの確立を図るため、近隣町や関係機関との調整を図ります。 

 

③ 観光行政の進展のため、観光協会や産業団体との連携強化を図ります。 

 

 

 

 

３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（1）現況と問題点 

ア 道路 

町内を縦断する国道 228 号線は、町民生活の  向上と産業の振興に重要

な役割を果たしていますが、函館を起点とした国道が唯一の幹線道路となっ

ているため、観光シーズンにおける交通渋滞や災害時における通行止めなど

生じると生活機能が麻痺することが予想され、安全性の高い道路   が求

められております。 

こうした中、北海道縦貫自動車道は着々と函館周辺においては整備されつ

つありますが依然として、北海道縦貫自動車道と接続する地方高規格道路（松

前半島道路）の整備が遅れている状況であるため、総合交通ネットワークの

整備を図るうえからも早期実現が望まれております。 

更に道道の整備については、現在、渡島吉岡停車場線と岩部渡島福島停車

場線が事業実施されており、早期完成を期待しているところであります。 

 

また、町道においては市街地整備等の一定の整備が完了したことから今後

は安全面における維持補修について実施していく必要があります。 
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道南地域の中でも降雪量の多い当町においては、冬期間の安全で快適な道

路交通の確保は、日常生活や地域振興上重要な課題となっており、安定的な

除排雪体制の確保が求められています。 

 

 

イ 交通 

当町の交通体系は、昭和 63 年のＪＲ松前線廃止後にバス路線のみが運行さ

れている状況となっておりますが、高齢化や尐子化の影響で利用者の減尐が

続いていることから、利用実態に応じたダイヤ改正や車輛規格等の調整を図

るとともに、合理的かつ利便性に配慮した運行体制を確立する必要がありま

す。 

また、高齢者や身体障害者等の交通弱者に対する通院や買い物、学校統廃

合に伴う児童・生徒の通学手段の確保等、町内における総合的な交通体系の

在り方の検討が必要となっています。 

 

ウ 通信 

情報化社会の進展に伴い携帯電話については、主要各社が町内の利用エリ

アの拡大を図るため基地局を建設したこともあり、急速に普及が進みました

が、安定的で健全な受信状況の確保が求められています。 

また、テレビについては、地上 デジタル放送に対応した福島・白符テレ

ビ中継局の整備が終了し、共同受信施設の改修も進んだことから町内全域に

おいて視聴が可能な状況となっておりますが、地理的な要因による新たな難

視聴地域が存在するため、その対策が急がれています。 

災害時に最も頼りになる「AM ラジオ電波」は、町内各所において難聴状

態が続いており、安定的な電波の確保が求められています。 

道南地域の中でも降雪量の多い当町においては、冬期間の安全で快適な道

路交通の確保は、日常生活や地域振興上重要な課題であることから、除排雪

業務の委託により除雪体制を確立してきたところでありますが、今後も一層

除排雪体制の確保に努めなければなりません。 

  

イ 交通 

当町の交通体系としては、昭和 63 年のＪＲ松前線廃止後にバス路線のみが

運行されている状況となっております。 

今後は、唯一の公共交通手段であるバス事業者と協議をしながら利便性の

向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

ウ 通信 

情報化社会の進展に伴い携帯電話については、急速に普及が進み主要各社

が町内に利用エリアの拡大を進めたことにより、基地局の整備がされている

状況であります。また、テレビについては、地上波デジタル放送が都市部の

地域で始まっており、北海道においても都市部から平成 18 年度以降順次、地

上波デジタル放送がスタートする予定であり、平成 23 年度には完全にアナロ

グ放送からデジタル放送に移行予定であります。こうしたことから千軒・白

符テレビ中継局のデジタル放送への対応が必要であります。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

 

エ 情報化の推進 

当町の情報化については、行政機関におけるネットワーク整備やホームペ

ージの開設のほか、総合行政ネットワーク（LGWAN）、北海道電子自治体プ

ラットホーム構想（HARP 構想）の推進など電子自治体の確立に向けた整備

が図られています。 

また、地域においては、パソコンやインターネットの普及によりブロード

バンドを利用できる一定の環境が整備されていますが、高齢化率が高い当町

においては、インターネットの利用度も低い状況にあり、高齢者や障害者な

どが活用するための支援策が課題となっております。 

今後、インターネットを利用した新たな行政サービスの推進及び情報発信

の充実に向け高速通信インフラ整備が不可欠になっております。 

 

オ 地域間交流 

先の平成の大合併の影響により、青森県三厩村と友好町村の解消を余儀な

くされたところでありますが、全国で福島町という町名を持つ共通点から平

成 5 年には旧長野県木曽福島町（現：木曽町）と旧長崎県福島町（現：松浦

市）とで締結した友好締結は、合併後における市町と新たな友好の証を締結

し、今後も児童・生徒間の交流を中心に定期的な交流事業を実施していくこ

ととしております。 

今後は、大学等との連携協定による学生などとの交流を促進し、地域の活

性化や人材育成などにつなげていくことが必要です。 

 

（2）その対策 

ア 道路 

 

エ 情報化の推進 

   ＩＴ社会の到来に伴い町内のパソコンの普及も年々増加傾向にあります

が、当町のような過疎地においては、地区によってはブロードバンド（高速

通信回線）の整備の遅れや町内の高齢化世帯などによる普及状況の伸び悩み

がある状況であります。 

また、情報化の推進については、電気通信事業者などの民間事業者に頼る

部分も多くありますが、今後はＩＴ社会を見通した事業の展開を進める必要

があります。 

   

 

 

 

オ 地域間交流 

    当町は、青函トンネルの北海道側の工事基地であり、それが縁で本州側の

工事基地である青森県三厩村と昭和６３年に友好町村を締結しております。  

また、全国で福島町という町名を持つ共通点から平成５年には長野県木曽

福島町と長崎県福島町との間で友好締結をしているところであり、これら地

域とは現在児童・生徒交流を中心に定期的な交流事業を実施しており、更に

は産業団体による自主的な交流も実施しているところであります。 

今後は交流町村それぞれの合併問題などありますが、交流文化については

これまでの基盤等もあることから今後も継続していく必要があります。 

 

（2）その対策 

ア 道路 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

① 生活圏の拡大、物流の確保、救急医療などに対応するため、災害に強く

安全性の高い国道・道々の整備と地域高規格道路の早期完成を関係機関と

連携しながら推進します。 

 

② 町道については、通行の安全性や快適性を高めるための維持補修を計画

的に実施するとともに、橋梁の長寿命化計画に取り組み、安全の確保と長

寿命化による維持経費のコスト削減を図ります。 

③ 冬期間の安全で快適な道路交通を維持するため、降雪状況に応じて柔軟

に対応できる除排雪体制の確立を図ります。 

 

 

 

イ 交通 

① 生活路線である現行のバス路線（木古内・松前線）の維持に努めるとと

もに、合理的かつ利便性の向上を図ります。 

② 交通弱者の移動手段の確保・通学手段の確保等、地域の多様なニーズに

対応した当町の公共交通のあり方について、コミュニティバス等を中心に

総合的な施策の推進に取り組みます。 

 

ウ 通信 

① 地上デジタル放送への完全移行に向けて関係機関と協議しながら、新た

な難視聴地区における受信対策として無線共聴施設の整備を推進します。 

② 地上デジタルテレビ中継局の保守により、良好な受信状況の確保を図り

ます。 

③ AM ラジオ電波の難聴解消に向けた調査検討を行います。 

① 国道 228 号線と道道渡島吉岡停車場線、岩部渡島福島停車場線の早期完

成を要望します。 

② 北海道縦貫自動車道に接続する地域高規格道路「松前半島道路」の早期

着工について要望します。 

③ 町道については、通行の安全性を  高めるための維持補修を   実

施しするとともに、橋梁の長寿命化計画に取り組み、老朽化した木橋の架

け替え等により安全の確保に努めます。 

④ 冬期間の安全で快適な道路交通の確保は、地域振興上重要な課題として

取り組み、除排雪機械の整備や降雪状況に柔軟に応じた除排雪体制の確立

に努めます。 

 

 

イ 交通 

  ① 生活路線である現行のバス路線（木古内・松前線）の維持に努めます。 

 

 

 

 

 

ウ 通信 

   ① 地上波デジタルに対応したテレビ中継局の整備に努めます。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

 

 

エ 情報化の推進 

① 高齢化社会に適応したＩＣＴの利活用を検討し、高齢者の生活の安心や

産業の生産の向上を図ります。 

② インターネットを活用した行政サービスの推進と快適な情報通信環境の

向上を図るため、現在よりもさらに高速通信が可能となる情報インフラの

整備を進めます。 

③ ホームページの充実や行政手続きのオンライン化などの電子自治体を推

進し、各種情報サービスの充実を図ります。 

 

オ 地域間交流 

① それぞれの歴史背景等を持ちながら新たな友好の証を締結した、長崎県

松浦市・長野県木曽町との友好交流は、中学生の生徒学習交流を中心とし

た相互理解と人材交流を推進し、地域経済の活性化を図ります。 

② 大学等との連携協定による学生などとの交流を促進し、地域の活性化や

人材の育成を推進します。 

 

4 生活環境の整備 

（1）現況と問題点 

ア 上・下水道施設の整備 

町内の上水道は、岩部川、吉岡川の二河川を水源として、昭和 59 年までの

8 次にわたる拡張工事をもって施設整備を完了しています。 

この結果、平成 21 年度末では、2、218 世帯、5,017 人の給水人口で普及

率は 94.6％となっています。 

 

 

エ 情報化の推進 

   ① 地域格差のないブロードバンド化（高速通信回線）を電気通信事業者に

強く要望します。 

 

 

 

 

 

 

オ 地域間交流 

   ① 町名が同じであり交流することになった北海道福島町、長崎県木曽福島

町、長崎県福島町の三町については、各地域の合併にかかわらず今後も生

徒交流のほか経済交流・技術交流・物流交流などへの展開を図ります。 

また、トンネル工事基地として交流している三厩村についても文化交

流・生徒交流・技術交流などの展開を図ります。 

 

4 生活環境の整備 

（1）現況と問題点 

ア 上・下水道施設の整備 

町内の上水道は、岩部川、吉岡川の二河川を水源として、昭和 59 年まで  

の 8 次にわたる拡張工事をもって施設整備を完了しています。 

この結果、平成 15 年度末では、2,574 世帯、5,844 人の給水人口で普及率

は 92.2％となっております。 
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新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

しかし、老朽施設の中には石綿セメント管により布設された配水管が残っ

ており、地震等の災害に強いダクタイル鋳鉄管への更新が課題となっていま

す。 

一方、下水道については未だ整備されておらず、公共施設や公営住宅及び

一般住宅の一部は浄化槽を設置しているものの、多くの生活排水は未処理の

まま雨水と共に排水路や道路側溝を通じて、大半が直接川や海に排出されて

おり、これらが水質環境の悪化の一因となっています。 

このため、河川等の公共用水域の水質汚濁の改善、町民の快適な生活と良

好な環境を作るため生活排水対策が課題とされています。 

 

イ 環境衛生施設の整備 

し尿処理については、松前町から木古内町まで 4 町の構成による渡島西部

衛生センター（渡島西部広域事務組合）において、共同により処理業務を実

施しています。 

当町においては、全町を収集区域として民間委託により収集し、衛生セン

ターの施設で処理をしております。 

 

 

 

一般廃棄物については、渡島西部四町で運営するリサイクルプラザと渡島

廃棄物処理広域連合による可燃ごみ処理施設が整備され処理体制の充実が図

られております。 

一方で家庭ごみの排出量が一向に減尐しないことから、循環型社会の形成

推進のためにも、なお一層のリサイクル推進・強化が必要であります。 

 

しかし、老朽施設の中には石綿セメント管により布設された配水管が残っ

ており、地震等の災害に強いダクタイル鋳鉄管への更新が課題となっており

ます。 

一方、下水道については未だ整備されておらず、          生

活排水は未処理のまま雨水と共に排水路や道路側溝を通じて、大半が直接川

や海に排出されており、これらが水質環境の悪化の一因となっています。 

 

このため、河川等の公共用水域の水質汚濁の改善、町民の快適な生活と良

好な環境を作るため生活排水対策が必要とされています。 

 

イ 環境衛生施設の整備 

    し尿処理については、松前町から木古内町まで 4 町の構成による渡島西部

衛生センター（渡島西部広域事務組合）において、    処理業務を実施

しており、当町においても全町を収集区域として民間委託により収集し衛生

センター   で処理 しております。 

    ごみ処理についても広域的な体制の中で効率的な処理を実施しております

が、年々ごみの量が増加し、質的にも多様化している状況にあります。 

    また、焼却施設からのダイオキシンの削減、廃棄物循環型社会の形成を図

るため、広域的な取組みを進めていく必要があります。 

    一般廃棄物については、渡島西部四町で運営するリサイクルプラザと渡島

廃棄物処理広域連合による可燃ごみ処理施設が整備され処理体制の充実が図

られております。 

一方で家庭ごみの排出量が一向に減尐しないことから     一層のリ

サイクル推進・強化が必要であります。 
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ウ 消防・防災施設の整備 

当町は、海岸線の急傾斜地に沿って道路と並列に住宅が密集し、災害の発

生しやすい地形が各所に見受けられ、過去においては、台風や豪雨などによ

り被害を被っております。 

これらの災害経験を踏まえ、防災訓練などによる災害の予防、災害対策用

品の備蓄や応急対策、被災後の復旧、防災行政無線を活用した総合的な防災

体制の強化を図り、日頃より町民の防災意識の高揚に努める必要があります。

さらには、高齢者を中心とした、いわゆる災害弱者といわれる災害時要援護

者に対する、地域ぐるみの防災体制の確立と避難支援や避難所での支援の仕

組みづくりを進める必要があります。 

消防体制については、渡島西部四町による消防本部（渡島西部広域事務組

合）を当町に置き、松前・福島・知内・木古内各町に消防署を設置して消防

体制を確立しています。 

当町における火災は、近年発生していない状況にありますが、火災には不

注意・不始末など人為的な出火原因もあるため、今後も予防効果を高めるた

めの防火意識の高揚に努めることが重要となっております。 

また、交通事故やその他の災害・事故など救急・救助の出動件数は増加す

る一方であり、その内容も複雑・多様化してきています。 

このような現状の中で、町民の安全確保のため時代に即応した消防力・救

急体制の強化が求められており、引き続き消防車や消防水利施設及び救助器

具、時代に対応した高規格救急車の更新などの必要があります。 

 

エ 住宅の整備 

当町の町営住宅は、住宅需要が多かった昭和 40 年代から昭和 50 年代前半

にかけて建設促進されてきましたが、年々住宅の老朽化が進んだため、平成

ウ 消防・防災施設の整備 

   当町は、海岸線の急傾斜地に沿って道路と並列に住宅が密集し、災害の発

生しやすい地形が各所に見受けられ、過去においては、台風や豪雨などによ

り被害を被っております。 

    これらの災害経験を踏まえ、防災訓練などによる災害の予防、    応

急対策、被災後の復旧、防災行政無線を活用した総合的な防災体制の強化を

図る                         必要がありま

す。 

     

 

消防体制については、西南渡島四町による消防本部（渡島西部広域事務組

合）を当町に置き、松前・福島・知内・木古内各町に消防署を設置して消防

体制を確立しています。 

    当町における火災発生状況は近年減尐傾向にあるものの、不注意・不始末

など人為的な出火原因もあるため、今後も予防効果を高めるための防火意識

の高揚に努めることが重要となっております。 

    また、交通事故やその他の災害・事故など救急・救助の出動件数は増加す

る一方であり、また、その内容も複雑・多様化してきています。 

    このような現状の中で、町民の安全確保のため時代に即応した消防力・救

急体制の強化が求められており、引き続き消防車や消防水利施設及び救助器

具、時代に対応した高規格救急車の更新などの必要があります。 

 

エ 住宅の整備 

  当町の町営住宅は、住宅需要が多かった昭和 40 年代から昭和 50 年代前半

にかけて建設促進されてきましたが、年々住宅の老朽化が進んだため、平成



25 

新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

14 年度に三岳団地及び美山団地の建替事業を完了しています。 

平成 17 年度から周囲の景観及び住環境に配慮した、丸山団地町営住宅の建

替え事業が進められています。 

今後、若者の定住促進に向けた取り組みとして、多様なニーズに対応した

町営住宅の整備が課題となっています。 

また、一般住宅建設にあたっては、快適な住環境の整備を基本理念として

公的融資制度の拡充の要請と技術相談、指導を行い持ち家住宅の建設を促進

する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 公園・緑地の整備 

公園・緑地などの空間は、町民の休息、運動、散策などの憩いの場として、

生活にうるおいと安らぎを与えると同時に、災害時における避難広場として

の役割を有しています。 

これからの公園緑地は、余暇時間の増大、高齢化社会の進展などによる行

動様式の変化・多様化を背景とし、コミュニティの場などとしての多目的な

利用と共に、地域イメージ・市街地の景観の向上を図る上からも欠かせない

ものとなっています。 

14 年度までに三岳団地及び美山団地の建替整備をしております。 

今後も丸山団地など老朽化が進んだ町営住宅を身障者・高齢者に対応した

住宅建替を進めていく必要があります。 

 

 

また、一般住宅建設にあたっては、快適な住環境の整備を基本理念として

公的融資制度の拡充の要請と技術相談、指導を行い持ち家住宅の建設を促進

する必要があります。 

 

オ 火葬場・墓地の整備 

昭和 48 年に建設された火葬場は、逐次補修整備の上管理運営されておりま

すが、施設設備の老朽化により耐用年数を大幅に経過しているため、今後隣

町も老朽化している状況もあるため広域的な整備が早急に必要であります。 

墓地については、町内 10 箇所に散在しているものの平成 9 年度には墓地公

園整備を行い、平成 12 年度には第 2 期工事も整備しているところであり、今

後は維持補修に努めます。 

 

カ 公園・緑地の整備 

公園・緑地などの空間は、町民の休息、運動、散策   の場として生活に

うるおいと安らぎを与えると同時に災害時における避難広場としての役割を有

しております。 

これからの公園緑地は、余暇時間の増大、高齢化社会の進展などによる行動

様式の変化・多様化を背景としたコミュニティの場などの多目的な利用と共に、

地域イメージ・市街地の景観の向上を図る上からも欠かせないものとなってい

ます。 
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今後は、町内にある新緑公園、森林公園、トンネルメモリアルパークなど

の整備充実をはじめ、地域に親しまれる公園や緑地を創出していく必要があ

ります。 

 

（2）その対策 

ア 上・下水道施設の整備 

① 石綿セメント管を早期に解消し、地震等の災害による漏断水の被害を防

ぐとともに、老朽化している浄水場施設及び中央監視設備の更新により、

安心で安全な水道水の供給を図ります。 

② 河川等の公共用水域の水質の改善、町民の快適な生活と良好な環境を実

現するため、生活排水処理基本計画に基づき町内全域において生活排水対

策を進めることとし、全ての町民が生活排水を処理することを目標に定め、

浄化槽等によって公共水域の汚濁防止ならびに水洗化による生活環境の改

善を図ります。 

 

イ 環境衛生施設の整備 

① 分別収集と資源リサイクルに係るＰＲ活動を今後も積極的に周知すると

ともに、家庭から出るゴミの減量化を推進します。 

② 生ごみ処理機等の購入助成を進めるとともに、公共施設から排出される

一部の生ごみをたい肥に活用するなどの循環型社会形成の取り組みを進め

ます。 

③ 産業廃棄物については、事業者に対して不法処理のないよう指導の強化

を図ります。 

 

ウ 消防・防災施設の整備 

今後は、町内にある新緑公園、森林公園、トンネルメモリアルパークなどの

整備充実をはじめとした特色ある公園や緑地を創出していく必要があります。 

 

 

（2）その対策 

ア 上・下水道施設の整備 

① 石綿セメント管を早期に解消し、地震等の災害による漏断水の被害を防

ぐことにより、水道水の安全供給を図ります。 

 

② 河川等の公共用水域の水質の改善、町民の快適な生活と良好な環境を実

現するため、生活排水対策に努めます。 

 

 

 

 

イ 環境衛生施設の整備 

① 分別収集と資源リサイクルに係るＰＲ活動を今後も積極的に周知すると

ともにゴミの減量化に努めます。 

 

 

 

② 廃棄物については、事業者に対して不法投棄のないよう指導強化に努め

ます。 

 

ウ 消防・防災施設の整備 
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① 各種防災・防火啓発活動や高齢化社会に対応した予防活動を推進すると

ともに、町民の防災・防火意識の高揚を図り、「福島町災害時要援護者支援

プラン」に基づき、災害時要援護者に対する避難支援体制を確立します。 

また、火災による焼死の発生を防止するため、町内全世帯への住宅用火

災報知機の設置促進と災害時での安心確保のため防災資機材の備蓄を推進

します。 

② 災害や火災の多様化に対処するため、消防設備の強化や消防水利の拡充

など消防力の強化をはじめ、消防無線のデジタル化を含めた装備の近代化

を図ります。 

③ 高齢化が進み重度傷病者の搬送も多発状況にあることから、救急救命士

の育成に努めるとともに、高規格救急自動車の計画的な更新を図ります。 

 

エ 住宅の整備 

① 老朽化した町営住宅の建替を推進し、町営住宅周辺の住環境の整備と居

住水準の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

オ 公園・緑地の整備 

① 既存公園の充実を図るとともに、家庭や地域での緑化意識の高揚を図り、

道路及び学校などの公共施設の緑化を推進します。 

② 多様なレクリエーション活動、災害発生時の避難場所・復旧活動の拠点

① 各種   防火啓発活動や高齢化社会に対応した予防活動を推進すると

ともに、町民の   防火意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

② 災害や火災の多様化に対処するため、消防設備の強化や消防水利の拡充

など消防力の強化をはじめ               装備の近代化

を図ります。 

③ 高齢化が進み重度傷病者の搬送も多発状況にあることから、救急救命士

育成に努めます。 

 

エ 住宅の整備 

① 老朽化した町営住宅の建替を推進し、町営住宅周辺の住環境の整備と居

住水準の向上を図ります。 

 

オ 火葬場・墓地の整備 

① 火葬場については、広域体制での整備を図ります。 

② 墓所需要の的確な把握を行いながら墓地公園の計画的な推進を図るととも

に墓地の環境整備に努めます。 

 

カ 公園・緑地の整備 

① 既存公園の充実を図るとともに家庭や地域での緑化意識の高揚を図り、道

路及び学校などの公共施設の緑化推進を図ります。 

 



28 

新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

などとして機能する都市基幹公園、地域の特性を活かした多彩な公園、緑

地などの適正な配置、整備を図ります。 

 

5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（1）現状と問題点 

ア 保健福祉 

本来、健康づくりは個人の健康観に基づいて一人ひとりが主体的に取り組

む課題ですが、尐子高齢化が進展するなど生活環境が厳しさを増す中で、個

人の力だけでは健康を実現することは大変困難な状況にあり、健康を実現す

るために地域全体で個人の健康増進を支援していくことが必要不可欠となり

ます。 

当町では、自分の健康は「自分で守る」ことを基本としつつ、支援体制の

充実に向けて健康運動や生活改善に向け保健指導、がん検診などを積極的に

推進することで早期発見・早期予防に努めております。 

また、民間の福島医歯会や関係機関が主体となって行っている「健康フェ

スティバル」などを通じて、町民へ健康の大切さなどの意識啓発の普及を図

っております。 

 

イ 高齢者福祉 

当町の 65歳以上の高齢化率は、平成 17年国勢調査で 31.3％に達しており、

全国（20.1％）・全道（21.4％）の平均を大きく上回っており、年々、増加の

一途をたどっております。 

このような状況において特に近年は、65歳以上の高齢者の一人暮らしや夫

婦世帯が増加しており、これら家族のサポートが期待できない一人暮らし世

帯等に対する地域全体での支援が緊急の課題となっております。 

 

 

 

5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（1）現状と問題点 

ア 保健福祉 

    当町の保健施策については、疾病の早期発見、早期治療のための検診事業

など重点目標として進めており、保健医療機関や健康づくり推進員と連携を

図りながら、保健予防や機能訓練など各種保健事業を実施し、町民の健康づ

くりを進めることを必要とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 高齢者福祉 

    当町の高齢化は、年々増加する傾向にあり、65 歳以上の高齢者人口が平成

15 年度末で 1,855 人、高齢化率は 29.26％で町民の約 3 割が高齢者という状

況にあります。このような状況の中、敬老会・ふれあいスポーツ大会の開催

等を通じ高齢者が生きがいを持てるような各種施策の展開が今後も必要とさ

れています。 

また、平成 16 年 4 月に高齢者生活支援ハウス（定員 20 人）が開設してお
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当町では、一人暮しに不安を抱えている高齢者が安心して生活を送ること

ができる環境の整備として、生活支援ハウスやグループホームが整備され、

高齢者が住みなれた地域で安心して生活を継続することができるような取り

組みを進めております。 

また、当町においては、自分の健康と支える人となるための健康づくりを

進めながら、住民相互が支えあい、助け合い活動による“きずな”を深め、

助けられる人の幸せと助ける人の生きがいをつくる仕組みづくりに挑戦して

います。 

 

ウ 児童福祉 

尐子高齢化社会の到来や核家族化、働く女性の増加や価値観の多様化など

により、子どもや家庭を取り巻く情勢や環境が大きく変化しています。とり

わけ、子どもの生活環境においては、外に出て友だちと遊ぶことが減ってい

るなど遊び自体の変化や遊ぶ時間、異なる年齢の子どもたちや大人などとの

交流機会も尐なくなってきています。 

このようなことから町では、弾力的な保育体制の充実に努めるとともに、

運動保育や学童保育の整備を図ることで、子供たちの本来持っている基礎体

力の増進と親が安心して働ける環境づくりを図っております。 

また、子育て中の親には、育児に対する精神的・肉体的負担感、育児経費

の増大による経済負担など、不安や負担が増大しており、また、全国的に児

童虐待が顕著になっている現状において、子育て家庭の孤立が大きな問題に

なっています。 

子育ては家庭を基本としておりますが、ボランティアの協力による子育て

教室や保健師などによる育児教室の充実を図っております。 

また、ひとり親家庭は、当町でも年々増加傾向にありますが、経済的自立

り、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう高齢者の福祉増進に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 児童福祉 

子どもを取り巻く環境は尐子高齢化社会の到来や、核家族化の進行、働く

女性の増大や価値観の多様化などにより大きく変化しています。 

当町では、保育所 1 ヶ所のほか町立・私立の幼稚園 2 ヶ所の計 3 施設を拠

点として児童福祉サービスに努めていますが、子育てに対する不安や負担が

増大していることから、現在、子育て支援事業を展開しております。 

今後も地域全体で子育てを支援する基盤づくりが求められています。 
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と生活意欲助長のため、適切な相談・指導、援助を進めております。 

 

 

（2）その対策 

ア 保健福祉 

① がん検診などの検診率の向上を図り、早期発見・早期治療に努め、医療

費を抑制する“元気循環型”の健康づくりを進めます。 

② いきいき健康ふくしま２１の行動計画を積極的に推進します。 

③ 子宮頸がんワクチンや新たながん検診など効果的ながん予防を推進しま

す。 

④ 町民一人ひとりが健康づくりの重要性を自覚し、生活習慣の改善、疾病

の予防など健康意識の高揚を図ります。 

 

イ 高齢者福祉 

① 地域福祉計画で掲げた目標「協働福祉」、「健康福祉」、「安心福祉」の実

現を推進します。 

② 高齢者が健康を保ち、住みなれた地域で安心して生活を続けることでき

るよう高齢者の居場所づくりを進め、生きがいづくりを推進します。 

③ ひとり暮らしの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護

支援サーポーターやボランティアによる見守り等の事業を推進します。 

④ 災害時に高齢者などの災害時要援護者が迅速に避難できるよう、災害時

要援護者避難支援プランに基づいた体制づくりを整備します。 

 

ウ 児童福祉 

① 若者が生まれ育った地域で定住ができ、安心して子供を産み育てること

 

 

 

（2）その対策 

ア 保健福祉 

  ① 町民一人ひとりが健康づくりの重要性を自覚し、生活習慣の改善、疾病の

予防が図られるよう健康意識の高揚を図ります。 

② 健康づくりセンターを中心とし、健康づくり推進員との連携を深め各種検

診等保健事業を進めます。 

 

 

 

 

イ 高齢者福祉 

   ① 高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態に陥ることなく、自立し

た生活を確保できるようにするとともに、要介護状態になっても状態が悪

化することを防止するために、必要なサービスを提供し介護予防に努めま

す。 

② 高齢者が健康を保ち、住みなれた地域で安心して生活できるよう施策を

推進します。 

 

 

 

ウ 児童福祉 
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ができるような住宅や子育て支援制度を推進します。 

② 保護者の就労体系の多様化に対応した柔軟な保育体制に努めるととも

に、保育所と幼稚園が一体となった認定こども園の整備を推進します。 

③ ひとり親家庭の生活を支え、経済的自立を促進するため、各関係機関と

連携して適切な指導・援助を行うとともに、事業所などへの雇用啓発に努

めて就労の促進を図ります。 

 

 

 

6 医療の確保 

（1）現状と問題点 

近年の尐子高齢化により、町民の高齢化率が年々上昇する傾向にある中、医

療に対する需要も増大しております。 

当町の医療機関は、民間による一般診療 2 施設、歯科診療 3 施設となってお

りますが、近隣町の総合病院等との連携が重要であり、また、急病患者に対応

した救急搬送に関する医療体制を充実する必要があります。 

 

（2）その対策 

① 町民が地域で良質な保健医療サービスを受けることができるよう、地元

医歯会との連携を密にするとともに、基幹病院との広域的医療体制の充実

を図ります。 

 

7 教育の振興 

（1）現況と問題点 

ア 幼児教育の充実 

 

① 核家族化の進行と保護者の就労体系の多様化により、仕事をしながら安

心して子育てができるよう、保育内容の充実と低年齢化に対応した保育所

の運営、子どもの人口推計などを参考に多様な保育サービスの展開を図り

ます。 

② ニーズに応じた相談、疾病予防、発育と発達に関する異常の早期発見・

早期対応ができるよう、保健・医療・福祉の関係機関との連携を深め児童福

祉の充実に努めます。 

 

6 医療の確保 

（1）現状と問題点 

近年の尐子高齢化により、町民の高齢化率が年々上昇する傾向にある中、医

療に対する需要も増大しています。 

当町の医療機関は、一般診療 2 施設、歯科診療 3 施設、整骨施術 1 施設があ

りますが、近隣町の総合病院等と連携し町民の健康保持と救急医療体制を整え

ております。 

 

（2）その対策 

① 町民が地域で良質な保健医療サービスを受けることができるよう、保健

医療資源の充実及び地域医療機関等と連携し広域的医療体制の充実に努め

ます。 

 

7 教育の振興 

（1）現況と問題点 

ア 幼児教育の充実 
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幼児教育は、幼児が生涯にわたり、こころ豊かでたくましい力を身につけ、

自発的な活動の基礎を培う重要な役割を持っています。 

当町には、町立、私立あわせて 2 つの幼稚園と 1 つの町立保育所がありま

すが、幼児の絶対数の減尐により、小規模での幼児教育・幼児保育が実施さ

れている現況にあります。 

幼児教育を進めるためには、幼稚園においては、自発的な活動の展開とと

もに家庭や地域との連携を深めながら、地域や幼稚園の特性を生かした教育

内容の充実を図る必要があります。 

 

イ 義務教育の充実 

義務教育は、心身ともに健康で未来を担うにふさわしい人間性豊かな児

童・生徒の育成を図るため、人や自然、社会にやさしく豊かな感性を身に付

ける情操教育を実践し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担

っています。 

当町の児童・生徒数は、年々減尐しており今後も減尐の傾向にあり、地域

における学校教育が集団教育の任を十分に果たすことのできない状況の中で

学校統合による集約化を余儀なくされておりますが、尐人数の複式校にあっ

ても学校や地域の協力により、異世代間交流を通じて、人間性豊な情操教育

を図るなどの特色ある教育を推進する必要があります。 

 

ウ 高等学校教育の充実 

当町には、昭和 40 年に道立に移管された道立福島商業高等学校があり、昭

和 62 年には近代的な校舎として三岳地区に新築され、教育環境の整備が進め

られました。 

学級数は尐子化や進学志望の多様化などが相まって、6 学級から 3 学級に

幼児教育は、幼児が生涯にわたり、こころ豊かでたくましい力を身につけ、

自発的な活動の基礎を培う重要な役割を持っています。 

当町には、町立、私立あわせて 2 つの幼稚園と 1 つの町立保育所がありま

すが、幼児の絶対数の減尐により、小規模での幼児教育・幼児保育実施され

ている現況にあります。 

幼児教育を進めるためには、幼稚園においては、自発的な活動の展開とと

もに家庭や地域との連携を深めながら、地域や幼稚園の特性を生かした教育

内容の充実を図る必要があります。 

 

イ 義務教育の充実 

義務教育は、心身ともに健康で未来を担うにふさわしい人間性豊かな児

童・生徒の育成を図るため、ゆとり教育を実践し、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う重要な役割を果たします。 

当町の児童・生徒数は、年々減尐しており今後も減尐の傾向にあり、地域

における学校教育が集団教育の任を果たせていない状況にもあります。 

しかし、尐人数の複式校にあっても学校や地域の協力により、異世代間交

流を通じて、人間性豊な情操教育を図るなど、学校毎に特色ある教育を推進

する 必要があります。 

 

 

ウ 高等学校教育の充実 

当町には、昭和 40 年に道立に移管された道立福島商業高等学校があり、 

昭和 62 年には近代的な校舎として三岳地区に新築され、教育環境の整備が進

められました。 

しかし、学級数は従来から全校 6 クラスで変動はないものの、いずれの学
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減尐となりましたが、平成 20 年度から地域キャンパス校として、センター校

である函館商業高等学校と連携しながら、各種の資格取得や体験学習など、

魅力のある教育実践の展開が図られております。しかし、尐子化の状況の中

で、入学者の減尐傾向は、今後もより厳しさを増すことが予測されます。 

 

エ 生涯学習の充実 

社会教育は、生涯にわたる生活に即した自主的・組織的な相互教育活動で

あり、経験を通して知識を吸収し、また、技術を修得していくことによって

人間としての資質の成長・発達を図ることが要求されます。 

当町においては、尐年・青年・成人教育について活動を推進しております

が、会員の固定化や尐子高齢化に伴い、自主的な活動が低下している状況に

あります。 

こうした状況の中、一貫した生涯教育を基本に推進し、各種活動を連携さ

せて活発化させることが課題となります。 

 

オ 社会体育の充実 

近年における生活水準の向上や余暇時間の増大などにより、生活環境が大

きく変化している中で、運動不足や健康への不安が大きな話題となっていま

す。 

このことから楽しく身体を動かす健康づくり・体力づくり、地域や人との

交流を促進し、スポーツ・レクリエーション活動を考え、各年齢階層を統合

した「生涯体育」のくくりの中で異世代間の交流も含めて、一貫した生涯体

育の充実を推進し、連携させての相乗効果により活発化させることが課題と

なります。 

 

年においても定員を下回っている状況にあり、今後も尐子化による減尐が予

想される中で、就学生徒の確保と間口対策はこれからの大きな課題となって

います。 

 

 

  エ 生涯学習の充実 

社会教育は、生涯にわたる生活に即した自主的・組織的な相互教育活動で

あり、経験を通して知識を吸収し、また、技術を修得していくことによって  

人間としての資質の成長・発達を図ることが要求されます。 

当町においては、青尐年・成人・女性・高齢者教育について活動を推進し

ておりますが、会員の固定化や尐子高齢化に伴い、自主的な活動が低下して

いる状況にあります。 

こうした状況の中、一貫した生涯教育を基本に推進し、各種活動を連携さ

せて活発化させることが課題となります。 

 

オ 社会体育の充実 

近年における生活水準の向上や余暇時間の増大などにより、生活環境が大

きく変化している中で、運動不足や健康への不安が大きな話題となっていま

す。このことから楽しく身体を動かす健康づくり・体力づくり、地域や人と

の交流を促進し、スポーツ・レクリエーション活動を考え、青尐年・成人・

高齢者を統合した「生涯体育」のくくりの中で異世代間の交流も含めて、一

貫した生涯体育の充実を推進し、連携させての相乗効果により活発化させる

ことが課題となります。 

 

 



34 

新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

（2）その対策 

ア 幼児教育の充実 

① 地域のニーズにより保育の実施に努めるとともに、幼児一人ひとりの良

さや可能性を生かした教育の実践を図ります。 

② 近年の尐子化により幼児同士のふれあいが尐なくなっていることから、

集団による幼児教育に努めるとともに、認定こども園など幼保一体化の整

備を図ります。 

 

イ 義務教育の充実 

① 快適な学習環境で教育を推進するため、老朽化している校舎等の整備を

図るとともに、教育効果を高める教材・教具の計画的な整備を推進します。 

② 地域の先人の偉業や当町の自然を学ぶとともに、学校施設を開放するな

ど地域間交流と豊かな感性を身に付ける情操教育を推進し、自ら学ぶ意欲

を高め創造力・基礎学力の向上を図ります。 

③ 児童・生徒の健康増進を図るため、各種検診を実施し、また、安全でお

いしく、栄養バランスに配慮した給食を提供するため、尐子化にも配慮し

た学校給食センターを整備するとともに、地産地消による食育を推進しま

す。 

 

ウ 高等学校教育の充実 

① ボランティア活動や職場体験、郷土の文化・芸能等町民とのふれあいの

中で、社会生活に対応できる人間形成に努めます。 

② 尐子化などの影響による入学者の減尐が続いていることから、町外を含

む生徒確保に向けての支援対策に努めながら、高校存続に向けた取り組み

を進めます。 

（2）その対策 

ア 幼児教育の充実 

① 地域のニーズにより保育の実施に努めるとともに、幼児一人一人の良さ

や可能性を生かした教育の実践を図ります。 

② 近年の尐子化により幼児同士のふれあいが尐なくなっていることから、

集団による幼児教育に努めます。 

 

 

イ 義務教育の充実 

① 快適な学習環境で教育を推進するため、老朽化している校舎等の整備を

図るとともに教育効果を高める教材・教具の計画的な整備を推進します。 

② 地域の先人の偉業や当町の自然を学ぶとともに、学校施設を開放するな

ど地域間交流を推進し豊かな教育の展開を図ります。 

 

③ 児童・生徒の健康増進を図るため、各種検診を実施し、また、学校給食

の安全性と効率化の確立に努めます。 

 

 

 

ウ 高等学校教育の充実 

① ボランティア活動や職場体験、郷土の文化・芸能等町民とのふれあいの

中で、社会生活に対応できる人間形成に努めます。 
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③ 大学との連携協定により、魅力ある教育環境づくりを推進します。 

 

エ 生涯学習の充実 

① 社会教育活動の目標や指針を示すものとなる第 5 次社会教育中期計画を

推進するため、本計画を指針とした各分野の施策の実現に向けて、行政機

関及び団体と町民が一体となった体制づくりを推進します。 

② 多様化する学習ニーズに応える学習機会の提供と充実を図ります。 

 

オ 社会体育の充実    

① 社会体育の振興と指導者の育成を図るとともに、社会体育施設の充実に

努めます。 

 

8 地域文化の振興等 

（1）現況と問題点 

伝統ある貴重な文化財を守り後世に伝えていくためには、住民一人ひとり

が文化財の意義を正しく理解し、伝統文化に誇りを持つとともに、これを大

切にしていくことが重要であります。 

伝統文化の記録保存や伝承活動を充実し、地域住民が文化財に親しみ、伝

統文化への理解を深めていく機会の拡充を図るとともに、後継者育成などに

努める必要があります。 

 

○松前神楽 

これまで、後継者育成事業により若手演技者の育成や、また記録保存も既に

手がけておりますが、伝統文化の公開や展示を通じて、文化財保護意識の啓蒙

に努める必要があります。 

 

 

エ 生涯学習の充実 

① 生涯学習体制確立に向け、行政機関及び団体と町民が一体となった推進

体制の整備に努めます。 

 

② 多様化する学習ニーズに応える学習機会の提供と充実を図ります。 

 

オ 社会体育の充実    

   ① 社会体育の振興と指導者の養成を図るとともに、社会体育施設の充実に

努めます。 

 

8 地域文化の振興等 

（1）現況と問題点 

伝統ある貴重な文化財を守り後世に伝えていくためには、住民一人一人が

文化財の意義を正しく理解し、伝統文化に誇りを持つとともに、これを大切に

していくことが重要であります。 

伝統文化の記録保存や伝承活動を充実し、地域住民が文化財に親しみ、伝

統文化への理解を深めていく機会の拡充を図るとともに、後継者育成などに

努める必要があります。 

 

○松前神楽 

   現在、演技者 11 名で松前神楽を演技しており、ここ 5 年では後継者育成事業

により 5 名の若手演技者が育っており、また、記録保存も既に手がけておりま

すが、伝統文化の公開や展示を通じて、文化財保護意識の啓蒙に努める必要が
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○福島大神宮例大祭 

後継者育成事業により、演技者は増加したものの、尐子高齢化による人口減

により参加者の不足が課題となっております。 

 

○白符荒馬踊 

地区の伝統芸能として長く伝承されて来ておりますが、当地区も尐子高齢化

により人口減に歯止めが効かず、演技者不足及び後継者育成が最大の課題とな

っております。 

 

（2）その対策 

① 福島町における松前神楽などの先人が守り伝えた伝統文化の保存・伝承

に努めるとともに、伝承者の育成を図りながら地域に根ざした伝承文化の

継承活動を進めます。 

 

9 集落の整備 

（1）現況と問題点 

当町の集落形成は、漁家集落であった五つの集落（礼髭村・吉岡村・宮歌

村・白符村・福島村）から成り立っておりましたが、明治期以降の町村制施

行により、福島町と吉岡村の二つの町村となり、更に、昭和 30 年の両町村合

併で現在の福島町が誕生しております。 

このような状況において、市街化形勢は、町内を縦貫する一般国道 228 号

と道道２路線に沿った集落で構成され、大きく福島地区と吉岡地区という比

較的バランスの取れた街並みとなっています。 

あります。 

 

  ○福島大神宮例大祭 

   後継者育成事業により、演技者は増加したものの、尐子高齢化による人口減

により参加者の不足が課題となっております。 

 

○白符荒馬踊 

   地区の伝統芸能として長く伝承されて来ておりますが、当地区も尐子高齢化

により人口減に歯止めが効かず、演技者不足及び後継者育成が最大の課題とな

っております。 

 

（2）その対策 

① 福島町における               伝統文化の保存・伝承

及び特色ある活用の促進を図るとともに、地域に根ざした伝承文化の継承

を図ります。 

 

9 集落の整備 

（1）現況と問題点 

    当町の集落形成は、漁家集落であった五つの集落（礼髭村・吉岡村・宮歌

村・白符村・福島村）から成り立っておりましたが、明治期以降の町村制施

行により、福島町と吉岡村の二つの町村となり、更に、昭和 30 年の両町村合

併で現在の福島町が誕生しております。 

このような状況において、市街化形勢は、町内を縦貫する一般国道 228 号

と道道 2 路線に沿った集落で構成され、大きく福島地区と吉岡地区という比

較的バランスの取れた街並みとなっています。 



37 

新計画（平成 22～27 年度） 旧計画（平成 17～21 年度） 

両地区においては、一般住宅の整備は一部地域で促進されているものの、

その他の地域では老朽化による同一地区での建替が大半であり、一方、人口

の流出に伴う集落の縮小化、高齢化が進んでいる地域もあるため、両地区に

集積されている公的住宅の需要に見合った建替等による整備が求められてい

ます。 

今後とも、宅地や公共施設等における計画的な整備の中で、自然環境の保

全・維持に配慮し、快適な集落の形成維持に向けた整備充実を図る必要があ

ります。 

 

（2）その対策 

① 既存集落の維持及び公営住宅の住民ニーズにあった建替等を推進し、快

適な住環境を整備します。 

 

10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（1）現況と問題点 

過疎地の現状は、人口減尐・高齢化の進展が著しく加速度的に進んでいます。

特に当町においては、若年層における人口減が顕著となっており、高齢化や地

域を支える産業の担い手不足、地域活性化の衰退などの要因となっています。 

さらに、若年層の流出は地域力や地域コミュニティの低下を招くとともに尐

子化が進み地域経済に与える影響も大変大きなものとなっています。 

地域産業の活性化や地域力向上を図り尐子化に歯止めをかけるためには、若

年層の定住促進が急務となっております。 

 

当町は、青函トンネル工事の北海道側工事基地であったことから、人口増や

社会環境の変化に対応するため、学校をはじめとする公共施設の多くが昭和

両地区においては、一般住宅の整備は一部地域で促進されているものの、

その他の地域では老朽化による同一地区での建替が大半であり、一方、人口

の流出に伴う集落の縮小化、高齢化が進んでいる地域もあるため、両地区に

集積されている公的住宅の需要に見合った建替等による整備が求められてい

ます。 

今後とも、宅地や公共施設等における計画的な整備の中で、自然環境の保

全・維持に配慮し、快適な集落の形成維持に向けた整備充実を図る必要があ

ります。 

 

（2）その対策 

① 既存集落の維持及び公営住宅の住民ニーズにあった建替等を推進し、快

適な住環境を整備します。 
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40 年代から 50 年代にかけて整備されております。 

これら町が所有する公共施設の多くが築 25 年から 30 年を経過しており、設

備の老朽化の問題を抱えています。 

このような状況の中、老朽化が進み公共施設として廃止したものや、また、

小学校や中学校においては、尐子化の影響により統合を進め廃校になった小学

校などの処分を含めた有効利用が課題となっており、施設や跡地の有効利用に

ついて取りまとめる必要があります。 

 

（2）その対策 

① 若年層の流出を食い止め、定住を促進するためには、総合的・計画的な施

策を展開する必要があることから定住及び尐子化対策検討プロジェクトを

策定し、若年層への各種支援を図ります。 

② 廃止した公共施設や跡地の有効利用を図り、安心で安全なまちづくりを進

めるため、公共施設・跡地利活用計画を策定します。 

 

 


